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２００６年度ＪＴＵロングディスタンス強化指定選手制度 

 
① 認定期間：２００６年（Ｈ１８）４月１日～２００７年（Ｈ１９）３月３１日 
 
② 評価基準 
＜対象基準＞ 
 凡例：「M５％、F８％」は、「１位タイムから男子＋５％、女子８％以内」 
 
［１］強化Ａ指定選手 
＜評価対象大会（２００５/０６年度）と基準＞ 
（１）ＩＴＵロングディスタンス世界選手権＜M５％、F８％＞ 
（２）アイアンマンハワイ大会＜M８％、F１０％＞ 
（３）各地アイアンマン大会：１位 
 
［２］強化Ｂ指定選手 
＜評価対象大会（２００５/０６年度）と基準＞ 
（１）ＩＴＵロングディスタンス世界選手権＜M８％、F１０％＞ 
（２）アイアンマンハワイ大会＜M１０％、F１２％＞ 
（３）各地アイアンマン大会＜２～３位でM５％、F８％＞ 
 特例：前年度のアイアンマンハワイ１５位以内の外国選手が参加し、上位入賞した場合は、 

除外して評価する。次の（４）（５）でも適用する。 
（４）ロングディスタンス日本選手権：１位 
（５）全日本トライアスロン宮古島大会：1位 
 
［３］強化Ｃ指定選手 
＜評価対象大会（対象年度）と基準＞ 
（１）ITUロングディスタンス世界選手権（２００５/０６年度）＜M１０％、F１２％＞ 
（２）アイアンマンハワイ大会（２００５年）＜M１５％、F２０％＞ 
（３）アイアンマンハワイ大会（２００６年）＜M１２％、F１５％＞ 
（４）ロングディスタンス日本選手権（２００５/０６年度）＜２～６位でM５％、F８％＞ 
（５）全日本トライアスロン宮古島大会（２００５/０６年度）＜２～１０位でM８％、F１０％＞ 
（６）スイム：２ｋｍ、バイク：９０ｋｍ、ラン：２１ｋｍ以上の大会１位 

（２００５/０６年度の皆生大会、徳之島大会、オロロン大会、佐渡大会Ａタイプ及びＢタイプ） 
 
 
③ 承認手順：エリート強化指定選手制度の承認手順に準ずる。 
 
 



 
 
④ 指定選手の昇格・降格：１年ごとに見直す。各対象大会で資格を取得・ 
 昇格した場合は、資格認定の以前であっても該当資格を適用する。 
 
⑤ ＪＴＵ強化指定選手への資格等の授与（共通）＜対象：JTU登録選手＞ 
１）日本を代表するロングディスタンス選手としての認定 
２）日本ロングディスタンス・トライアスロン選手権出場資格 
３）アイアンマンクオリファイレースでのプロ/エリートカテゴリー出場ライセンス発行   以上 


